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新型コロナウイルス感染予防対策について 

 

１ 主旨 

 「新型コロナウイルス感染症予防の取り組みと今後の対応について」に関して、

８月２８日時点での更新（速報値）を行ったため報告する。 

 

２ 内容 

 別紙「新型コロナウイルス感染症予防の取り組みと今後の対応について【速報

版】（８月２８日現在）」のとおり 
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は じ め に 

 

 

新型コロナウイルス感染症は、本年１月の国内初の感染確認後、急速に感染を拡大さ

せ、４月には国が緊急事態宣言を発出し、全国で休業要請や外出自粛が行われるなど、未

曽有の事態を招くとともに甚大な被害をもたらし、今なお日本のみならず世界中が、国を

挙げて対策に取り組んでいます。 

 こうした状況下で、区は、感染拡大の防止や、区民生活や事業活動を守り抜くため、フ

ェーズに応じた対策を実施してきました。 

 ７月に入り、感染が再び拡大し、警戒を要する状況を迎えている中、これまでの区内の

感染状況等を公表するとともに、引き続き区民への注意喚起や感染予防の取組みに向けた

協力をいただくため、今後の区の対策をより効果的なものとするよう、これまでの取組み

を振り返り、課題を明らかにするものとします。 

 なお、本資料は令和２年８月 28 日現在の速報値を取りまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜新型コロナウイルス感染症の感染者数集計の考え方＞ 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下「感染症法」）12条に基づ

き、医師が作成した発生届に記載されている感染者の「所在地」が世田谷区である方について、

区内の感染者として人数を集計しています。 

集計にあたっては、HER-SYS※に登録されている感染者を集計しています。ただし、以下に該当

する方は集計の対象外としています。 

①所在地が世田谷区であっても、発生届作成が区外の医療機関または区外の保健所の医師で、

感染者の入院先または療養先も区外の医療機関である方 

②クルーズ船（ダイヤモンドプリンセス号）乗客 

なお、本資料における各集計の数値は、今後の調査状況等により、後日変動、修正する場合が

あります。 

 

 ※HER-SYS とは 

  厚生労働省が運営する新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システムの名称。感染

者等に関する情報を地域の関係者あるいは必要に応じて地域外の関係者の間で共有・把握する

ためのシステムです。 
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１．区内の感染状況 

（１）感染者の累計数 

８月 28 日現在における感染者の累計数とその内訳（入院中、宿泊療養中、自宅療養

中、退院等（療養期間経過を含む）、死亡）は以下のとおりです。 

＜感染者の累計数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）感染者数の推移 

区内の感染者数は、３月末から急激に増加し始め、４月６日～12 日の週に 107 人とな

りピークを迎えました。４月７日の国の緊急事態宣言の発出を受け、４月 20 日～26 日

の週ころから感染者数は減少傾向に転じ、５月 25 日に緊急事態宣言が解除されるころ

には、新規感染者数が０人～１人程度の日が続き、小康状態となりました。その後、６

月末ごろから再び増加傾向に転じ、８月３日～９日の週では新規感染者数が 257 人にま

で急増しました。８月中旬以降はやや減少傾向に転じているものの、週ごとの感染者数

は 100 人を超えており、予断を許さない状況となっています。 

＜区内の感染者数の推移＞                 【令和２年８月 28 日現在】 

 

 

 

 

 

 

感染者数 

（累計数） 

 

1,712 人 

（令和２年８月 28 日現在） 

 

 

宿泊療養中 

 

51 人 

 

 

死亡 

 

20 人 

退院等 

（療養期間

経過を含

む） 

 

1,512 人 

 

 

 

自宅療養中 

 

50 人 

 

 

入院中 

 

79 人 
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＜週ごとの感染者数推移＞                【令和２年８月 28 日現在】 

各週 感染者数（人） 

～３月２９日 １４ 

３月３０～４月５日 ６６ 

４月６日～１２日 １０７ 

４月１３日～１９日 １０３ 

４月２０日～２６日 ５９ 

４月２７日～５月３日 ３９ 

５月４日～１０日 １６ 

５月１１日～１７日 ８ 

５月１８日～２４日 ５ 

５月２５日～３１日 ９ 

６月１日～７日 ２１ 

６月８日～１４日 １６ 

６月１５日～２１日 １７ 

６月２２日～２８日 １３ 

６月２９日～７月５日 ３４ 

７月６日～７月１２日 ８８ 

７月１３日～７月１９日 １１１ 

７月２０日～７月２６日 １１９ 

７月２７日～８月２日 ２４３ 

８月３日～８月９日 ２５７ 

８月１０日～８月１６日 １５１ 

８月１７日～８月２３日 １０３ 

８月２４日～８月２８日（５日間） １１３ 

計 １，７１２ 

 ※太枠内は、前回報告（７月 19日現在）以降の数値です。 
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（３）男女別の感染状況 

男女別の累計感染者数は男性が女性の約 1.4 倍となっており、区民全体の男女比 47：

53（男性 436,552 人、女性 485,004 人。令和２年４月１日時点）と比較すると、男性に

感染者数が多い傾向が見られます。 

その傾向は、緊急事態宣言の発出前後や７月上旬～８月上旬にかけてなど、感染者数

が急増した状況において、顕著に表れています。 

＜男女別の感染者の累計＞          【令和２年８月 28 日現在】 
 男性 女性 計 

累計 991 721 1,712 

割合 58％ 42％ 100％ 

 

 

 

＜男女別の感染者数推移＞                 【令和２年８月 28 日現在】 
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10歳未満 2%

10代 3%

20代 35%

30代 22%

40代 15%
50代 10%

60代 6%

70代 4%

80代 2% 90代 1% 不明 0%

（４）年代別の感染状況 

区内の感染者は、全感染者 1,712 人のうち 20 代から 50 代の感染者が 1,412 人と、全

体の約 82％を占めています。（区民全体における同年代の割合は約 60％）。 

一方で、20 歳未満及び 70 歳以上の感染者数は依然として低い割合となっているもの

の、区内の高齢者施設や幼稚園等でも集団感染が確認されるなど、年代を超えて、感染

が広がっている状況です。 

６月下旬以降、特に 20 代と 30 代の感染者が急増しており、こうした世代から、子ど

もや高齢者への感染をいかに防止するかが大きな課題となっています。 

＜年代別感染者数の累計＞                【令和２年８月 28 日現在】 

 

＜年代別の感染者数＞               【令和２年８月 28 日現在】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年代別の感染者数推移＞ 

 

 

  

0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～89 90～99 不明 計 

27 53 592 380 262 178 95 65 36 21 3 1,712 
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世田谷 673人

39%

北沢 358人

21%

玉川 324人

19%

砧 163人 10%

烏山 194人

11%

（５）地域別の感染状況 

地域別の感染状況について、感染者数の累計及び人口 10 万人（６月１日時点）あた

りの感染者数で比較を行いました。地域別の感染者数については、地域内で感染した感

染者の数ではなく、あくまでも感染者の居住地別に累計を算出したものであり、数値の

高さがその地域で感染が流行していることを示すものではありません。世田谷地域では、

国の緊急事態宣言発出前後に一時的に感染者が多くなっていましたが、その後は他の地

域と同様の推移となっています。 

＜地域別感染者累計数・人口 10 万人当たりの件数＞ 

 世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 全体 

累計数 673 358 324 163 194 1,712 

人口 10 万人 
あたりの数 

263.86 231.32 142.78 98.80 159.67 185.44 

＜地域別感染者累計数＞        【令和２年８月 28 日現在】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域別感染者数の推移＞ 
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男性
35人
78%

女性
10人
22%

男女比

1

10 10

7
6

5
6

0
2
4
6
8

10
12

30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代

人
数

年代別内訳

あり
42人
93%

なし
2人
5%

不明
1人
2%

基礎疾患の有無

あり
16人
36%なし

20人
44%

調査中
9人
20%

人工呼吸器使用の有無

（６）重症等の患者の状況 

   新型コロナウイルス感染症にり患した 1,712 人のうち、医療機関等からの報告によ

り、区が重症等（酸素投与、人工呼吸器管理、死亡等）を把握した症例は 45 件です。

このうち、体外式膜型人工肺（エクモ）による治療を受けていることを区が把握した事

例は２件ありました。 

全感染者数のうち、30 代以下の感染者数が過半数を占めているものの（（４）年代別

の感染者状況参照）、重症等の患者のほとんどが 40 代以上であり、30 代以下の重症等の

リスクは低いという傾向が表れています。45 例における男女比、年代、基礎疾患の有無、

人工呼吸器使用の有無、症状の経過状況は以下のとおりです。 

   なお、区が把握した 45 例のうち、症状の経過により死亡に至った事例は 20 件でした

（基礎疾患により死亡した可能性も含まれます）。 

     

 

＜重症等の患者の男女比＞          ＜重症等の患者の年代別内訳＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重症等の患者の基礎疾患の有無＞       ＜重症等の患者の人工呼吸器使用の有無＞ 
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軽快（退院）
19人
42%

軽快（入院中）
5人
11%

死亡
20人
45%

調査中
1人
2%

症状の経過状況

 

＜重症等の患者の症状の経過状況＞ 
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0

1

2

3

4

5

6

7

30代以下 40代 50代 60代 70代 80代 90代

年代別死亡者数

男性
15人
75%

女性
5人
25%

男女比

（７）死亡者の状況 

８月 28 日現在、病院等からの連絡により区が把握した、感染者における死亡者数は

20 人です（区外医療機関等で診断され、入院先または療養先も区外医療機関である場合

については、区保健所が関わっていないため、含まれていません）。年代別の死亡者数

は、90 代が６人と最も多く、50 代と 70 代が４人、80 代が３人、40 代が２人、60 代が

1 人となっており、40 代未満の死亡者は出ていません。年代別の感染者数では 20 代か

ら 50 代が多い一方、死亡者数は 90 代が最多となっていることから、高齢者ほどリスク

が高く、より感染を防ぐ対策が必要です。また、死亡者全 20 人のうち、男性が 15 人、

女性が５人となっており、男性が多い傾向にあります。さらに、基礎疾患のあった人は

19 人であり、全国的な傾向と同じく、基礎疾患がある人ほど死亡のリスクが高い状況と

なっています。死亡した感染者の最初の症状は、発熱が 16 人と最も多く、次いで肺炎

像が 9 人となっており、症状が重複している例もありました。 

＜年代別死亡者数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜死亡者の男女比＞ 
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 総計

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

感染源判明 8 29.6% 131 38.3% 34 60.7% 30 41.7% 219 40.6% 269 39.9% 691 40.4%

（感染源分類・内訳）

①家族・同居人 3 37.5% 39 29.8% 13 38.2% 4 13.3% 70 32.0% 96 35.7% 225 32.6%

②友人・知人 1 12.5% 13 9.9% 1 2.9% 5 16.7% 18 8.2% 34 12.6% 72 10.4%

③医療機関 0 0.0% 20 15.3% 11 32.4% 1 3.3% 0 0.0% 5 1.9% 37 5.4%

④飲食店 2 25.0% 15 11.5% 2 5.9% 11 36.7% 54 24.7% 60 22.3% 144 20.8%

（④のうち「接待を伴う飲食店」と推定される人数） （0） （6） （0） （7） （13） （4） （30）

⑤福祉施設 0 0.0% 11 8.4% 3 8.8% 0 0.0% 13 5.9% 6 2.2% 33 4.8%

⑥ライブハウス・スタジオ・劇場等 1 12.5% 8 6.1% 0 0.0% 0 0.0% 17 7.8% 7 2.6% 33 4.8%

⑦その他職場 0 0.0% 21 16.0% 1 2.9% 3 10.0% 32 14.6% 38 14.1% 95 13.7%

⑧カラオケ 0 0.0% 1 0.8% 3 8.8% 6 20.0% 1 0.5% 7 2.6% 18 2.6%

⑨商業施設（スーパー・家電量販店など） 0 0.0% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 2 0.3%

⑩保育園・幼稚園 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 3.2% 2 0.7% 9 1.3%

⑪学校等（専門学校含む） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.9% 0 0.0% 2 0.3%

⑫帰国者 1 12.5% 2 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0% 4 0.6%

⑬大学（体育会・寮等） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 1.8% 12 4.5% 16 2.3%

⑭スポーツジム 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 1 0.1%

感染源不明 19 70.4% 211 61.7% 22 39.3% 42 58.3% 312 57.9% 394 58.4% 1000 58.4%

調査中 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 1.5% 12 1.8% 20 1.2%

総計 27 100.0% 342 100.0% 56 100.0% 72 100.0% 539 100.0% 675 100.0% 1711 100.0%

（８）感染源の状況 

   ８月 28 日までの区内の新規感染者のうち、感染源不明（調査中含む）と区分してい

る患者は、全体の約 60％となっています。 

   一方で、感染源判明と区分している患者について、家庭内感染が 32.6％、飲食店での

会食等による感染が 20.8％、職場内感染が 13.7％などとなっており、身近な人から感

染している事例が多く見受けられ、これに伴い子どもや高齢者も含めた全年代に感染が

広がることが懸念されます。 

   こうした状況を踏まえ、外食等を行う際には、感染拡大を防止する細やかな配慮とリ

スクを最大限回避する習慣を一人ひとりが実践することが大切です。また、感染症対策

を実施している店舗や施設を利用する、会食や飲み会は少人数とするなど、「感染しな

い・感染させない行動」が重要となります。料理を取り分け、同じ皿に複数人が箸をつ

けないようにする、食事以外はマスクをするなど、十分に警戒する必要があります。 

   なお、感染源判明と区分している患者の感染源分類の内訳、新規感染者数の推移及び

感染源判明・不明の状況は、以下のとおりです。 

＜感染源分類の内訳（感染源が区内・区外問わず分類）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※８月分は、８月１日～28 日までの集計。 
※本資料中の他の統計や区のホームページ上の数値等と集計時点が違うため、数値に差異が生じています。 
※あくまでも感染源は推定であり、感染源分類については疫学調査をもとに区が独自に分類しました。 
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＜新規感染者数の推移及び感染源判明・不明の状況＞ 
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（９）濃厚接触者の状況 

感染者が発生した場合、その濃厚接触者について、保健所が健康観察を行っています。

庁内の応援体制を組みながら健康観察を行っていますが、積極的疫学調査実施要領改訂

に伴い、５月 29 日以降、健康観察者にＰＣＲ検査を実施しており、感染者一人に対し、

多数の接触者が発生するために、一人ひとりへのＰＣＲ検査の案内や結果通知、健康観

察といった業務に係る負担が大きい状況になっています。８月 28 日現在の状況は以下

のとおりです。 

＜濃厚接触者への健康観察の状況＞            【令和２年８月 28 日現在】 

  

濃厚接触者 

 

観察終了 

観察中 ＰＣＲ検査陽性 症状なし・ＰＣＲ

検査陰性等 
連絡不通 

6,200 4,886 11 917 386 

※症状なし、ＰＣＲ検査陰性、連絡不通等で 14 日間の健康観察期間を終えた場合は、健康観察終了と

なります。 

※観察中には、ＰＣＲ検査の検査待ちや結果待ちの方のほか、ＰＣＲ検査結果が陰性で健康観察期間中

の方等を含みます。 

※ＰＣＲ検査の陽性者は、感染者に移行します。 

＜地域別の濃厚接触者の状況＞              【令和２年８月 28 日現在】 

  世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 区外 その他 計 

観察終了 1,426 767 998 510 421 36 739 4,897 

観察中 149 103 79 45 59 1 481 917 

ＰＣＲ検査陽性 112 59 64 26 37 15 73 386 

計 1,687 929 1,141 581 517 52 1,293 6,200 

参考）地域別の濃厚接触者の状況におけるその他の内訳 

 
区内医療機関・社会福祉

施設等でまとめて観察 

住所未申告 

（電話番号のみ把握等） 
区内住所不明 計 

観察終了 448 282 9 739 

観察中 174 307 0 481 

ＰＣＲ検査陽性 26 47 0 73 

計 648 636 9 1,293 
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（10）ＰＣＲ検査数の推移 

＜ＰＣＲ検査件数＞ 

【４月の検査数：７８６件】 

８日（水） ９日（木） 10 日（金） 11 日（土） 12 日（日） 13 日（月） 

１７ ２７ ３２ ― ― ２６ 

14 日（火） 15 日（水） 16 日（木） 17 日（金） 18 日（土） 19 日（日） 

４９ ６３ ５４ ５０ ― ― 

20 日（月） 21 日（火） 22 日（水） 23 日（木） 24 日（金） 25 日（土） 

６３ ５１ ４０ ３８ ５８ ― 

26 日（日） 27 日（月） 28 日（火） 29 日（祝） 30 日（木）  

― ７９ ６３ ４０ ３６ 

※４月８日～13 日  世田谷保健所（行政検査）102 件 
※４月 14 日～30 日 世田谷保健所（行政検査）、世田谷区医師会（行政検査）684 件 

【５月の検査数：１，４１１件】 

１日（金） ２日（土） ３日（日） ４日（祝） ５日（祝） ６日（祝） ７日（木） 

４９ １７ １８ ３３ ３８ ２４ ６２ 

８日（金） ９日（土） 10 日（日） 11 日（月） 12 日（火） 13 日（水） 14 日（木） 

７９ ３６ ８ ９３ ９２ ８１ ５５ 

15 日（金） 16 日（土） 17 日（日） 18 日（月） 19 日（火） 20 日(水) 21 日(木) 

７６ ４１ １０ ９４ ５７ ５３ ３３ 

22 日(金) 23 日(土) 24 日(日) 25 日(月) 26 日(火) 27 日(水) 28 日(木) 
４１ ２９ ６ ６１ ４５ ３８ ４１ 

29 日(金) 30 日(土) 31 日(日)  
６３ ２６ １２ 

※５月１日～12 日  世田谷保健所（行政検査）、世田谷区医師会（保険適用）549 件 
※５月 13 日～31 日  世田谷保健所（行政検査）、玉川医師会（行政検査）、 

世田谷区医師会（保険適用）、区内医療機関（12日から）862 件 

【６月の検査数：１，５１８件】 

１日（月） ２日（火） ３日（水） ４日（木） ５日（金） ６日（土） ７日（日） 

６６ ６０ ６４ ５６ ８６ ４９ ７ 

８日（月） ９日（火） 10 日（水） 11 日（木） 12 日（金） 13 日（土） 14 日（日） 

９５ ５１ ５０ ６０ ６２ ２８ １０ 

15 日（月） 16 日（火） 17 日（水） 18 日（木） 19 日（金） 20 日（土） 21 日（日） 

８０ ６６ ４８ ４９ ４５ ３３ ５ 

22 日（月） 23 日（火） 24 日（水） 25 日（木） 26 日（金） 27 日（土） 28 日（日） 

６４ ４９ ５１ ４５ ５４ ３６ ７ 

29 日（月） 30 日（火）  

 ８７ ５５ 

※世田谷保健所（行政検査）、玉川医師会（行政検査）、世田谷区医師会（保険適用）、区内医療機関 

※検査数は区内で検査を受けた区民の検査数であり、区外で検査を受けた区民や区内で検査を受けた
区外の方の数値は含まれません。また、陰性確認検査として一人で複数回実施した検査件数を含んで
います。 
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ＰＣＲ検査件数の推移

【７月の検査数：４，５９７件】 

１日（水） ２日（木） ３日（金） ４日（土） ５日（日） ６日（月） ７日（火） 

７５ ６８ １０３ ５５ １９ １６０ １３２ 

８日（水） ９日（木） 10 日（金） 11 日（土） 12 日（日） 13 日（月） 14 日（火） 

１２１ １４４ １６４ １４０ １２４ １９８ １８０ 

15 日（水） 16 日（木） 17 日（金） 18 日（土） 19 日（日） 20 日（月） 21 日（火） 

１７４ １７６ １６１ ７８ ２８ ２０２ ２１９ 

22 日（水） 23 日（木） 24 日（金） 25 日（土） 26 日（日） 27 日（月） 28 日（火） 

２１６ １２３ １０９ １１９ ２３ ３０３ １９４ 

29 日（水） 30 日（木） 31 日（金）  

２０７ ３０５ ２７７ 

※世田谷保健所（行政検査）、玉川医師会（保険適用）、世田谷区医師会（保険適用）、区内医療機関 

※検査数は区内で検査を受けた区民の検査数であり、区外で検査を受けた区民や区内で検査を受けた
区外の方の数値は含まれません。また、陰性確認検査として一人で複数回実施した検査件数を含んで
います。 

【８月の検査数：４，４９６件】 

１日（土） ２日（日） ３日（月） ４日（火） ５日（水） ６日（木） ７日（金） 

１３６ ２６ ３３２ ２６７ ２３６ ２２９ ２２８ 

８日（土） ９日（日） 10 日（月） 11 日（火） 12 日（水） 13 日（木） 14 日（金） 

１０１ ３９ １５６ ２８０ １５５ １４７ １５５ 

15 日（土） 16 日（日） 17 日（月） 18 日（火） 19 日（水） 20 日（木） 21 日（金） 

４５ ４４ ２３９ １５９ １３１ １４３ １６３ 

22 日（土） 23 日（日） 24 日（月） 25 日（火） 26 日（水） 27 日（木） 28 日（金） 

５５ １６ ２５７ ２００ １９５ １７９ １８３ 

※世田谷保健所（行政検査）、玉川医師会（保険適用）、世田谷区医師会（保険適用）、区内医療機関 

※検査数は区内で検査を受けた区民の検査数であり、区外で検査を受けた区民や区内で検査を受けた
区外の方の数値は含まれません。また、陰性確認検査として一人で複数回実施した検査件数を含んで
います。 

＜ＰＣＲ検査件数の推移＞ 
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（11）クラスター発生状況及び対応 

  区内におけるクラスター（５人以上の患者発生のあった施設）は、飲食店２件、医療機

関２件、社会福祉施設３件、私立幼稚園１件、寮等の共同住宅３件の合計 11 件です。（令

和２年８月 28 日現在） 

＜区内のクラスター発生事例＞  

※太枠内は、前回報告（７月 20 日現在）以降に発生した事例です。 

施設 
患者数 

（区外患者含む） 
探知日 終息日 概要 

飲食店Ａ ５人 ４月 11 日 ４月 20 日 

３月 27 日 

密な環境で15人の食事会参加者

を中心に感染が拡大。 

飲食店Ｂ 16 人 ５月 30 日 ６月 10 日 

５月 24 日 

密な環境でのイベント（手巻寿

司パーティー）参加者を中心に

感染が拡大。 

医療機関Ａ 
患者 14 人 

職員２人 
４月 10 日 ５月８日 

急性期医療機関。入院患者が発

症し、病棟内で感染が拡大。 

医療機関Ｂ 
患者 24 人 

職員８人 
４月 13 日 ５月 29 日 

療養型病院。入院患者が他院外

来を受診後に発症。院内で感染

が拡大。 

社会福祉施設Ａ 
入居者６人 

職員５人 
４月 16 日 ５月 12 日 

認知症ユニットを有する施設。

職員が発症し、施設利用者及び

職員間で感染が拡大。 

私立幼稚園Ａ 
職員３人 

園児５人 
７月８日 ７月 23 日 

幼稚園職員の発症後、園児及び

職員間で感染が拡大。 

社会福祉施設Ｂ 
職員２人 

利用者 3 人 
7 月 21 日 8 月 7 日 

通所施設。職員 1 名発症後、施

設利用者と職員に感染が拡大。 

社会福祉施設Ｃ 
入居者 12 名 

職員２名 
7 月 29 日 8 月 17 日 

入所者が発症し、同じフロアの

入所者と職員に感染が拡大。 

学生寮Ａ 寮生９名 8 月 4 日 8 月 19 日 
大学運動部の寮。寮生が発症し、

部活動等を通して感染が拡大。 

学生寮Ｂ 寮生 15 名 ７月 29 日 8 月 25 日 
大学運動部の寮。寮生が発症し、

部活動等を通して感染が拡大。 

シェアハウスＡ 入居者７名 ８月 25 日 観察中 

職場の同僚が共同生活を行い、

職場およびシェアハウス内で感

染が拡大。 
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（12）社会福祉施設等での感染の発生状況及び対応 

区内の高齢者福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設等で、職員や利用者に患者が

発生した事例は 49 件把握しています。（令和２年８月 28 日現在） 

＜社会福祉施設等での感染の発生状況及び対応＞ 

※患者数には同一人物が含まれる場合があります。 

※太枠内は、前回報告（７月 20日現在）以降に発生した事例です。 

施設 患者数 
発生日 

（陽性確認日） 
対応 

企業主導型保育施設Ａ 職員１人 ３月４日 ３月５日～13 日まで施設休止。 

通所介護Ａ 職員１人 ３月 31 日 ３月 25 日から４月７日まで施設休止。 

通所介護Ｂ 利用者１人 ４月６日 
施設を一時休止。陽性者が発熱前後に利

用しなかったため、利用者を絞り再開。 

通所介護Ｃ 利用者１人 ４月 27 日 ４月 28 日～５月 10 日まで施設休止。 

通所介護Ｄ 職員１人 ８月８日 濃厚接触者はなし。事業継続。 

地域密着型通所介護Ａ 職員１人 ４月８日 日中デイを一時休止。 

地域密着型通所介護Ｂ 利用者１人 ５月３日 事業継続。 

地域密着型通所介護Ｃ 職員１人 ７月 11 日 ７月 12 日～７月 21 日まで施設休止。 

地域密着型通所介護Ｄ 利用者１人 ７月 11 日 ７月 13 日～７月 19 日まで施設休止。 

地域密着型通所介護Ｅ 
職員２人 

利用者３人 
７月 21 日 

【（11）クラスター事例に記載】 

７月 25 日～８月７日まで施設休止。 

地域密着型通所介護Ｆ 利用者１人 ８月 12 日 ８月 23 日まで施設休止。 

短期入所生活介護Ａ 利用者１人 ４月９日 事業継続。 

認知症対応型共同生活介護Ａ 
職員５人 

利用者６人 
４月 12 日 

【（11）クラスター事例に記載】 

標準感染予防策を講じた上で事業継続。 
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施設 患者数 
発生日 

（陽性確認日） 
対応 

障害児通所施設Ａ 職員１人 ４月 12 日 ４月 13 日～26 日まで施設休止。 

障害児通所施設Ｂ 職員１人 ８月８日 ８月 10 日～16 日まで施設休止。 

障害児通所施設Ｃ 職員１人 ８月 26 日 ８月 27 日～９月 7 日まで施設休止。 

有料老人ホーム(特定施設入

居者生活介護)Ａ 
職員１人 ４月 12 日 

事業継続。 

別棟の事務職員のため影響なし。 

有料老人ホーム(特定施設入

居者生活介護)Ｂ 
職員１人 ４月 18 日 事業継続。濃厚接触者はなし。 

有料老人ホーム(特定施設入

居者生活介護) Ｃ 
職員１人 ８月４日 事業継続。 

有料老人ホーム(特定施設入

居者生活介護) Ｄ 
職員１人 ８月８日 事業継続。 

有料老人ホーム(特定施設入

居者生活介護) Ｅ 

委託事業者

職員１ 
８月 25 日 濃厚接触者はなし。事業継続。 

訪問介護Ａ 職員１人 ４月 24 日 陽性者以外の職員で事業継続。 

訪問介護Ｂ 利用者１人 ５月 14 日 事業継続。 

訪問介護Ｃ 職員１人 ６月 30 日 陽性者以外の職員で事業継続。 

訪問介護Ｄ 利用者１人 ７月 25 日 濃厚接触者はなし。事業継続。 

訪問介護Ｅ 職員１人 ８月４日 濃厚接触者はなし。事業継続。 

訪問介護Ｆ 職員１人 ８月 20 日 事業継続。 

訪問リハビリテーションＡ 利用者１人 ５月 14 日 事業継続。 
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施設 患者数 
発生日 

（陽性確認日） 
対応 

特別養護老人ホーム（介護老

人福祉施設）Ａ 
職員１人 ５月 28 日 事業継続。 

特別養護老人ホーム（介護老

人福祉施設）Ｂ 

職員２人 

利用者 12人 

委託事業者

職員２人 

７月 29 日 

【（11）クラスター事例に記載】 

併設デイを８月 23 日まで休止（併設 

デイ職員を介護老人福祉施設の応援に

充てるため）。 

特別養護老人ホーム（介護老

人福祉施設）Ｃ 
職員１人 ７月 29 日 濃厚接触者はなし。事業継続。 

特別養護老人ホーム（介護老

人福祉施設）Ｄ 
職員１人 ８月４日 濃厚接触者はなし。事業継続。 

特別養護老人ホーム（介護老

人福祉施設）Ｅ 
職員１人 ８月 24 日 事業継続。 

私立認可保育園Ａ 職員１人 ５月 30 日 ６月 1 日～14 日まで休園。 

私立認可保育園Ｂ 園児２人 ７月 14 日 
保護者に症状が出た日から該当園児は

欠席しているため、園運営に影響なし。 

私立認可保育園Ｃ 職員 1 人 7 月 29 日 7 月 30 日～8 月 2 日まで休園。 

私立認可保育園Ｄ 職員 1 人 ８月 7 日 8 月 8 日～11 日まで休園。 

私立認可保育園Ｅ 園児２人 ８月８日 

8 月 10 日までに施設内の消毒を実施し、

休園せずに、8 月 11 日から濃厚接触者以

外の園児の保育を通常通り行った。 

私立認可保育園Ｆ 職員 1 人 ８月 14 日 
園関係者に濃厚接触者がいなかったた

め、園運営に影響なし。 

私立認可保育園Ｇ 職員１人 ８月 24 日 8 月 25 日～9 月 4 日まで休園。 

私立幼稚園Ａ 
職員３人 

園児５人 
７月８日 

【（11）クラスター事例に記載】 

７月 22 日まで休園。 
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施設 患者数 
発生日 

（陽性確認日） 
対応 

私立幼稚園Ｂ 職員１人 ７月 22 日 
７月 20 日より夏休み期間のため、園運

営に影響なし。 

私立幼稚園Ｃ 職員１人 ８月４日 
７月 22 日より夏休み期間のため、園運

営に影響なし。 

訪問看護Ａ 
職員３人 

利用者１人 
７月 24 日 ８月 11 日まで拠点での事業休止。 

障害者通所施設Ａ 職員 1 人 ７月 26 日 7 月 25 日～27 日まで施設休止。 

総合事業Ａ 利用者１人 ７月 31 日 
濃厚接触はなし。８月３日は消毒のため

自主休業し、以降は事業継続。 

区立認可保育園Ａ 職員１人 ８月８日 
園関係者に濃厚接触者がいなかったた

め、園運営に影響なし。 

区立認可保育園Ｂ 園児２人 ８月 23 日 8 月 24 日～9 月 4 日まで休園。 

区立認可保育園Ｃ 職員 1 人 ８月 24 日 
園関係者に濃厚接触者がいなかったた

め、園運営には影響なし。 
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（13）区立施設での感染の発生状況及び対応 

  区立施設（社会福祉施設等を除く）では、職員等の感染事例がこれまでに７件発生して

います。発生状況及び対応については、以下のとおりです。（令和２年８月 28 日現在） 

 ＜区立施設（社会福祉施設等を除く）での感染の発生状況及び対応＞ 

※太枠内は、前回報告（７月 20 日現在）以降に発生した事例です。 

施設 患者数 
発生日 

（陽性確認日） 
対応 

烏山保健福祉 

センター 
職員１人 ４月 23 日 

・４月 23 日に職員１人の陽性が判明。 

・４月 24 日に烏山総合支所の３階部分の立ち

入りを制限し、フロア全体の消毒を実施し

た。 

・当該職員と近接した座席の職員は、５月４日

まで自宅待機。 

区立小学校Ａ 児童１人 ７月５日 

・７月５日に児童１人の陽性が判明。 

・７月６日、７日、８日を臨時休業とし、新 BOP

についても休止とした。 

・濃厚接触者の特定と PCR 検査を実施（全員陰

性）、消毒を実施した。 

・７月９日から学校再開。 

・濃厚接触者は 14 日間の自宅待機とし、児童

が所属するクラスは 15 日まで学級閉鎖。 

区立小学校Ｂ 支援スタッフ１人 ７月 20 日 

・７月 20 日に支援スタッフ１人の陽性が判明。 

・７月 20 日を臨時休業とし、児童を帰宅させ

る。新 BOP も休止とした。 

・濃厚接触者の特定と消毒を実施した。 

・担任教員や児童に濃厚接触者がいないことか

ら、21 日から学校再開。 

・教員等５人を濃厚接触者として特定。PCR 検

査を実施（全員陰性）。濃厚接触者は 14 日間

の自宅待機。 

本庁舎 

（第２庁舎） 
職員１人 ８月 11 日 

・８月 11 日に子ども・若者部子ども育成推進

課の職員１名の陽性が判明。 

・区民と接する業務は行っておらず、執務室内

の消毒を実施し、翌日以降も通常どおり業務

を行った。 

・濃厚接触者に対し PCR 検査を実施（全員陰

性）。濃厚接触者は８月 20 日まで自宅待機。 
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本庁舎 

（第２庁舎） 
職員１人 ８月 19 日 

・８月 19 日に子ども・若者部子ども育成推進

課の職員１名の陽性が判明。 

・職場に濃厚接触者がいないことから、執務室

内の消毒を実施し、翌日以降も通常どおり業

務を行った。 

区立小学校Ｃ 教員１人 ８月 24 日 

・８月 24 日に教員１人の陽性が判明。 

・８月 25 日の補習授業を中止とし、新 BOP に

ついても休止とした。 

・濃厚接触者の確認の結果、教職員や児童に濃

厚接触者がいないことから、26 日から補習授

業と新 BOP を再開。 

区立小学校Ｄ 児童１人 ８月 25 日 

・８月 25 日に児童 1 人の陽性が判明。 

・８月 25 日の新 BOP を休止とし、児童を帰宅

させる。 

・濃厚接触者の特定と必要な消毒等を実施のう

え、新 BOP を８月 26 日から再開。 

・濃厚接触者は 14 日間の自宅待機。 
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２．区の取組みと今後の対応（７月 18 日～８月 28 日） 

（１）有識者との意見交換 

  現在、世田谷区では、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、全庁的に対策

の検討、対応を行っています。区では、感染症対策と経済活動の維持の両立が今後の

課題となる中で、専門家による最新の知見と助言を得る「世田谷区としての戦略的な

布陣」を敷き、令和２年７月 27 日（月）の新型コロナウイルス感染症対策本部会議に

おいて、各分野の有識者にご出席いただき、各分野について区の現状と課題を提起し

たうえで、各有識者に多様な視点からご意見を伺いました。 

 

＜議 事＞ 

１ 開会 

２ 区の現状分析に関する報告 

３ 総合的な施策展開について意見交換 

(１)感染拡大防止に寄与する検査体制のあり方 

課題：電話相談の体制、ＰＣＲ検査（拡大）、病床確保について 

(２)感染拡大防止と社会福祉施設運営のあり方  

課題：社会福祉施設における抗体保有調査の実施について 

(３)感染拡大防止に寄与する区の行う普及啓発のあり方 

課題：感染状況区民への情報発信について 

(４)感染拡大防止と学校等子ども関連施設運営のあり方 

課題：子どものあそび方・過ごし方と感染予防について 

（５）「感染拡大防止」と「区民生活・経済活動」の両立のために必要なこと 

４ 閉会 

  

＜有識者との意見交換において出た主な意見＞ 

・PCR 検査の拡充として、社会的インフラを支える施設やそれらを支えている区民等へ

の社会的検査を行うことは、感染拡大防止策として有効である。 

・地域政策の在り方が変化しており、区が区民をどのように守るかを示すことが大切で

ある。 

・感染拡大防止により日常生活が変化し、子どもの「生活・そだち・権利」に影響を与

えていることを認識することが大切である。 

・子どもたちに対して、この間説明がないために、受動的に大人の意思決定に従うしか

なく不安だけが大きくなっており、子どもたちが主体的に考えられるような情報の提

供の仕方に課題がある。 

・PCR 検査を拡充するという意思は大切だが、どのように実現していくのか体制や環境

整備を丁寧かつ具体的に検討していくことが重要である。 
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（２）電話相談体制の強化 

帰国者・接触者電話相談センターは、７月下旬と８月上旬に再び１日 300 件を超える

時期がありましたが、８月中旬以降は１日平均 200 件程度で推移しています。 

８月には看護師の人材派遣委託による受電体制を強化しました。今後の相談件数のさ

らなる増加にも対応できるよう、専門人材をさらに投入し、回線を増強するとともに、

区民が問合せ内容に応じて適切な相談先を選択し、必要な回線に振り分ける機能や、通

話内容に応じて録音も可能な機能を導入し、相談件数が増加した際も適切に対応できる

体制を整備します。 

 

＜電話回線の増強＞ 

 ・一般相談回線 

  一般的な新型コロナウイルス関連の相談 

  主に保健所の衛生監視と人材派遣の看護師で対応 

 ・帰国者・接触者相談回線 

  新型コロナウイルス感染症の疑い例及び濃厚接触者に関する相談 

  保健所・総合支所等の看護師・保健師と、人材派遣の看護師で対応 

 

区分 
～４月 

12 日 

４月 

13 日～ 
８月～ ９月～ 10 月～ 

一般相談回線 １回線 ２回線 ２回線 ２回線 ２回線 

帰国者・接触者相談

回線 
２回線 ４回線 ６回線 ８回線 ８回線 

相談対応可能件数 

／日 
144 件 288 件 384 件 480 件 

※状況に応じて最大 21

回線まで拡大可能 
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（３）ＰＣＲ検査体制の充実 

区では、感染者数が今もなお増加傾向にあり、日々新たな感染者が出ていることは周

知のとおりです。第２波の到来とも呼べるような状況のなか、介護事業所等を利用され

ている方への感染に伴う重症化を避けるため、従来のＰＣＲ検査の拡充に加え、有症状

者や濃厚接触者に限らない新たな検査の取組みとして、介護事業所、障害者施設、保育園

等で働く職員、特養等の施設入所予定者を対象とする社会的検査の実施に取り組みます。 

＜感染症の疑いがある有症状の方や濃厚接触者のＰＣＲ検査（従来型）＞ 

①規模 

  １日あたりの最大想定検査件数を 300 件程度から 600 件程度に拡大します。 

②検査状況 

区分 最大検査件数（６月末） 拡大後 

区内医療機関 
１日あたり 180 件 

（保険診療） 

180 件（－） 

（保険診療） 

世田谷区医師会 

玉川医師会 

１日あたり 100 件 

（保険診療 80、行政検査 20） 

260 件（+160） 

（保険診療） 

世田谷保健所 １日あたり 80 件（行政検査） 
160 件（+80） 

（行政検査） 

最大検査数 
360 件 

（保険診療 260、行政検査 100） 

600 件 

（保険診療 440、行政検査 160） 

③拡大にあたって 

現在運営中のＰＣＲ検査実施施設内への検体採取検査機器の設置に向けた検討を進

めています。効果としては、検査結果判明までの時間短縮化が図られ、検査翌日の午後

以降に判明したものが翌朝には判明するものです。 

 

＜社会的インフラを継続的に維持するためのＰＣＲ検査（社会的検査）＞ 

①内容 

介護事業所等を利用されている方への感染に伴う重症化を避けるため、世田谷区新型

コロナウイルス感染症対策本部での有識者との意見交換の場での提案を受け、感染疑い

のある人に対しては、感染症拡大防止のため、従来どおりＰＣＲ検査を継続実施しつつ、

介護、障害、保育等の接触を避けられない従事者に対する新たな取組みとして、社会的

検査を実施します。 

②社会的検査について 

  １）今般のコロナ禍において、施設利用者の重症化回避や人との密着度が高く、感染が

起こりやすいとされる社会的インフラを継続的に維持するためのＰＣＲ検査を行
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政検査として、社会的検査に位置づけます。この検査については、令和２年８月 18

日付け厚生労働省通知に記されています。 

２）介護事業所等を利用されている方への感染に伴う重症化を避けるとともに、保育等

の現場においてはクラスター化を抑止することで、施設内感染の防止や事業所等の

サービスを止めないことにつなげるため、介護、障害、保育等の現場で、対人接触

を避けられない職員等に対し実施します。 

これまでの区の発症例として、介護、障害、保育等の事業所が多いことから、実態

に即したものとして、対象施設を絞りました。 

   ３）対象施設においては、当面、従来型のＰＣＲ検査での実施とします。前鼻腔方式（自

己採取）による医師や看護師立会いの下での検査や、プール方式は国との協議を経

て実施する予定です。 

③対象 約 26,000 人 

  １）介護事業所で働く職員（約 12,000 人） 特養等の施設入所予定の方を含む。    

  ２）障害者施設で働く職員  約 3,000 人（区立、民立） 

  ３）保育園（約 10,000 人）、幼稚園（約 1,000 人）で働く職員 

※区内事業所で働いている職員を対象 

④規模 

・23,000 人分を想定（上記対象者の８割（約 21,000 人）の実施を想定し、さらに緊急

対応分（約 2,000 人）を加算）。 

・介護事業所から優先的に開始し、その後、②障害者施設、③保育園及び幼稚園の順に

実施します。 

・特に介護事業所については、利用されている方への感染に伴う重症化を避けるため、

サービス種別のうち、複数の事業所から陽性者が発生しているもの（介護老人福祉施

設、通所介護等）については、優先的に定期的検査を実施します。 

⑤手法 

当面は従来型のＰＣＲ検査（鼻咽頭拭い方式１検体ずつ検査）での実施とし、会場の

使用や施設訪問を予定します。前鼻腔方式（自己採取）による、医師や看護師立会いの

下での検査や、プール方式は国との協議を経て実施する予定です。加えて cocoa のイン

ストールも勧奨し、フォロー体制も拡充します。 

なお、陽性者が発生した場合の対応は保健所となりますが、濃厚接触者の範囲の特定、

健康観察、接触追跡者（コンタクトトレーサー）など、民間事業者を活用した看護師等

の専門職による実施を検討し、保健所から運用等に関するアドバイスなど、事業者が業

務遂行できるフォロー体制を整え、保健所業務の負担とならないスキームを構築します。

また、介護事業所及び障害者施設については、国のサービス継続支援事業や包括支援交

付金の活用などを視野に入れ、陽性者が発生した際の事業継続のための支援にも取り組

んでいきます。 
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施設等の選定

区からの案内⇔各施設等からの申込み

受付の調整（受付センター等開設）

検査キットの受け渡し【自主採取の場合】

（＋cocoaのインストール）

各施設等においての自主採取
・会場及び施設訪問による採取

（仮）検査センターへの持ち込み

検査

検査結果の返送（区及び本人）

（受付センター等事務）

陽性者（拡大防止策の実行）

太枠内

民間事業者委託で検討
※保健所や医師会の負担軽減へ

・検査受付

・検査の実施

・検体採取後の搬送～検査

・検査結果返送

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥今後の取組み 

社会的検査の実施に向けては、「場所の確保」「人材の確保」「財源の確保」の３つの要

素が非常に重要です。中でも、社会的検査という観点から自己負担ではなく、財源につ

いては、国や都の財源の活用や区の独自財源やふるさと納税による寄附、賛同を得た民

間企業等からの支援などが考えられます。 

   一方、令和２年８月 18 日付の厚生労働省通知では、高齢者施設等に勤務する者や新

規入所者等については当該施設で感染者がいない場合であっても、当該感染症にかかっ

ていると疑うに足りる正当な理由のある者は行政検査の対象となりうる旨が示されて

おり、現在国に対して照会しているところです。 

行政検査の適用範囲が拡大した場合、その検査費用等が国費となる可能性が高いこと

から、ＰＣＲ検査の拡充を進めるにあたっては、国や東京都に対し必要性を説明し支援

を求めていきます。 

また、療養施設の確保や拡大は必要な観点であることから、都と協議し区独自で確保

に向けた検討をしています。加えて、感染症拡大防止への対応を優先することから、従

来型のＰＣＲ検査は実施し、今後の感染状況の推移も見極めながら、状況によっては社

会的検査を一旦休止します。 

なお、今回の社会的検査については、下記のとおり段階的に取り組んでいきます。 
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９月中旬  第１段階 ８月 18 日厚生労働省通知に基づき行政検査に位置付けられる可能性  

の高い事例について介護事業所より先行実施。なお実施にあたっては

既存の予算の範囲内で行う。 

（想定事例）これまでに介護事業所の職員が陽性となった場合や濃厚接触者には該

当しない場合も利用者への感染防止の観点から事業者がＰＣＲ検査の

受診を希望した場合等を想定 

  10 月～     第２段階 介護事業所（特養等の施設入所予定の方を含む）における社会的検査 

              第３段階 障害者施設における社会的検査 

        第４段階 保育園・幼稚園における社会的検査 

     ※上記第２～４段階においても、特に介護事業所については、利用者への感染に

伴う重症化を避けるため、定期的な検査や施設における発症状況により繰り返

しの検査を実施。 

    実施後   検査結果の検証や財源面の問題、今後の感染状況の推移も見極めながら、次の段

階に向けて検討を続けていく。 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他＞ 

新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、区ではＰＣＲ検査体制の拡充について検討

を始めており、今後、ＰＣＲ検査の拡大について注力する方針としたことから、抗体保有

調査については当面見合わせます。 

  

【参考：その他施設】 

 ・小中学校   約 9,800 人（教職員等） 

 ・新ＢＯＰ   約 2,700 人（常勤、指導員等） 

 ・清掃職員   約 300 人 
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所管部 改正内容

〇新型コロナウイルス感染症
対策に係る体制強化を図るた
め、「地域保健課」を新設
し、新設する「各保健相談
課」業務の支援・調整、感染
症全般に関する基礎データの
分析、予防接種の住民接種の
調整などを担う。有事の際に
は感染症対策課と連携し、
サーベイランス・情報収集、
防疫業務などを行う。

〇併せて副参事（感染症対策
特命担当）を廃止する。

〇新型コロナウイルス感染症
対策に係る体制強化を図るた
め、各地域ごとに「保健相談
課」を新設し、母子保健・精
神保健等の業務及び防疫業務
を担う。また、保健相談課は
各保健福祉センター健康づく
り課を兼務する。

〇併せて副参事（地域保健医
療担当）を廃止する。
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（４）保健所の体制強化 

＜執務スペースの確保＞ 

保健所のハード面の環境について、独立性と安全性を確保し、有事の際に専門職を配

置し、感染症対策業務を円滑に進めるため、８月末に、第二庁舎１階のレイアウト変更

を実施し、組織改正を見据え、保健所の執務スペースを拡張しました。 

 

＜組織体制の強化＞ 

新型コロナウイルス感染症対策に係る体制強化を図るため、保健師等をはじめとした

職員が平時から緊密に協力連携し、有事の際に迅速に参集して機動的かつ柔軟に対応可

能な組織体制の構築を図るため、９月１日付で組織改正を行います。 

 

＜組織改正の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


